
　高齢者などの介護保険サービスを
行うために使われます。

　公共下水道の整備、施設の維持管
理のために使われます。

　町には、一般会計のほかに、下記の特別会計と水道事
業会計(企業会計)があります。これらの会計は、国民健
康保険事業なら国民健康保険税、水道事業なら水道料金
と独自の収入があるため、一般会計から独立して事業を
行っています。

　なお、住宅新築資金等貸付事業会計と水道事業会計を
除いた残りの会計は、独自の収入だけでは賄えないこと
などから、一般会計から繰り入れます（一般会計から援
助を受けます）。

　　　　　安全で安定した水を供給するため
に使われます。

※営業収益は水道
　料金などです。
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1億5,399万7千円
3億8,784万3千円

3億346万円
1億4,995万9千円
3,709万5千円

10億3,235万4千円
9億6,754万円
4,103万5千円
2,377万9千円

10億3,235万4千円

1,900万円
4,000万1千円
1億7,708万円
1億9,477万円
2億4,010万円
1,097万9千円
6億8,193万円

4億4,762万9千円
1億6,809万4千円
6,620万7千円
6億8,193万円

1,072万8千円
7,881万4千円
813万3千円
1億3,600万円
1,035万9千円

2億4,403万4千円
2億1,717万2千円
2,586万2千円

100万円
2億4,403万4千円

　農業集落排水事業の整備、施設の維
持管理のために使われます。

212万5千円
5,394万5千円

2億1,864万3千円
118万3千円

2億7,589万6千円
1億252万8千円
1億7,286万8千円

50万円
2億7,589万6千円

　同和地区新築資金などの貸し
付けのための会計で、現在は返
済金を受け付けるのみです。

974万1千円
354万6千円
1,328万7千円
1,328万7千円
1,328万7千円

　鶴の湯温泉の運営のために使われ
ます。

5,084万2千円
1,709万9千円
135万2千円
6,929万3千円
6,929万3千円
6,929万3千円

　自営業や退職された方の医療費を
給付するために使われます。

4億7,729万9千円
6億9,626万8千円
7,517万4千円
2億3,000万円

1億8,794万4千円
1億2,920万9千円
9,752万4千円

18億9,341万8千円
10億6,726万7千円
2億7,419万1千円
4,996万5千円

1億2,433万6千円
3億2,732万9千円
2,375万9千円
2,657万1千円

18億9,341万8千円

　75歳以上の方などの平成20年3月
までの医療給付のために使われます。

6,392万7千円
4,802万1千円
1,028万7千円

5千円
1億2,224万円

1億2,059万7千円
164万3千円
1億2,224万円

　本年度から新しく設置されました。
広域連合が75歳以上の方と65歳以上
で一定の障がいのある方などの医療
給付を行い、町は窓口業務や保険料
の徴収などを行います。

9,131万4千円
1億4,106万1千円

2万5千円
2億3,240万円

2億2,433万9千円
806万1千円
2億3,240万円

1億4,739万7千円
155万2千円

1億4,894万9千円
1億868万2千円
928万5千円

1億1,796万7千円

850万7千円
850万7千円
6,202万4千円
999万9千円
7,202万3千円


